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策定の背景・目的

宮の沢まちづくり指針（素案）【概要版】

第１章

１-１ 背景と目的

１-２ 指針の位置付けと対象エリア

宮の沢エリアの現状・まちづくりの考え方第２章

⑴ 位置付け・役割

　本指針は右図のように札幌市の
上位計画に即し、宮の沢の今後のまち
づくりを進めるにあたり、考え方や
方向性を地域住民等と札幌市が共有
するためのものです。

 
　本指針の役割は、右の場合を想定し
ており、地域の状況を勘案しながら
必要に応じて適宜見直しを行います。

⑵　対象エリア

　本指針の対象エリア（以下、宮の沢エリア）は、第２次札幌市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域※を
踏まえながら、地域住民の活動や来街者の利用などを考慮し、交通結節点である地下鉄宮の沢駅と住民の憩いの
場である宮の沢ふれあい公園の中間地点を中心とした徒歩圏（概ね半径１km程度）を基本とします。
　

⑴人口動態
　宮の沢エリアはこれまで人口増加の傾向にあり、将来
人口推計においても増加が続きますが、少子高齢化の進
行は今後さらに顕著となることが予測されています。
　※年少人口割合：約12.2％（R2）→約 8.5％（R22）
　　老年人口割合：約27.0％（R2）→約43.0％（R22）

　宮の沢は、地下鉄東西線の終点である宮の沢駅と隣接するバスターミナルを中心に、公共施設、観光施設、商業施
設、教育文化施設、公園や広場、住宅地などが徒歩圏の中に集積する札幌市西部の「地域交流拠点※」の１つとして
位置付けられています。
　また、交通結節点※となっている地下鉄駅からほど近くに観光施設が立地していることで、地域住民の日常の暮らし
の中に、観光などを目的とした来街者の来訪や利用が重なり合うエリアとしても形成されています。
　本指針は、札幌市のまちづくりの考え方や宮の沢の特性、地域の声を踏まえ、まちづくりの将来像や基本方針等を
定め、これらに基づき、地域住民や事業者、行政等が連携してより魅力的なまちづくりを実現していくことを目的に
策定します。

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン

宮の沢まちづくり指針

第３次札幌市都市計画マスタープラン
第２次札幌市立地適正化計画

即する

即する

●　地域団体や事業者（企業等）が活動を企画するとき
●　行政が施策や事業を検討するとき
●　社会実験やイベントを実施する際の共通認識をつくるとき　など

図　本指針の位置付け

・Well-Moving City SAPPORO 2045 ビジョン
・札幌市総合交通計画
・札幌市景観計画
・ユニバーサル展開プログラム
・第４次札幌市みどりの基本計画　など

連携

関連

２-１ 宮の沢エリアの現状

２-２,３ 宮の沢エリアの魅力と課題

⑵土地利用
　幹線道路沿いに商業施設や業務施設等が立地しており、
用途の異なる施設がコンパクトな範囲に集積しています。

❶　交通結節点としての高い交通利便性

課題❶　主要な施設や資源間をつなぐ回遊性の向上が必要 課題❷　オープンスペースの日常的利用が必要

課題❸　メインストリートに接する建物低層部のにぎわい

　　　　 形成や出店誘導が必要　

課題❹　花やみどりによる連続した景観と、歩きやすく滞在し
　　　　 やすい環境づくりが必要

　⇒現状分析や、地域の方々と行ったワークショップ等から得られた宮の沢エリアの主な魅力と課題は以下のとおりです。

課題❺　宮の沢に訪れる来街者と地域の居住者の双方が、
　　　　 居心地のよい仕組みが必要

課題❻　宮の沢の魅力的な資源を「見える化」して「情報
　　　　 発信」することが必要

課題❼　多様な主体が、「連携・協働できる仕組み（体制づくりや支援）」が必要

主

な

魅

力

主

な

課

題

　多くの人をひきつける観光施設、公園、
広場など魅力的な資源が立地している一方
施設・資源間を結ぶ動線において、歩いて
楽しい歩行環境や回遊性が十分に形成され
ているとはいえません。

　宮の沢ふれあい公園やちえりあ前広場を
はじめとした屋内外のオープンスペースが多
く存在していますが、イベントでの活用実績
はあるものの、日常的な活用が進められてい
るとは言い難い状況です。

　

背景と目的

（仮）

令和8年（2026年）2月　／　札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課

　※地域交流拠点：札幌市都市計画マスタープランで定める拠点の区分。交通結節点である主要な地下鉄・JR駅の周辺や区役所周辺
　　　　　　　　　などの生活圏域の拠点となるエリア。
　※交通結節点　：様々な交通手段（徒歩、自動車、バス、鉄道など）を相互に連絡させる場所

　※都市機能誘導区域：都市の拠点となるエリアのおいて、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を集積させることで、効果的
　　　　　　　　　　　なサービスの提供を実現し、市民の利便性と福祉の向上を目的として、都市機能の立地を誘導する区域

　出典）国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツールV3」を使用

　共同住宅

出典）国土交通省：PLATEAUを使用

　図　宮の沢エリアの人口推計

宮の沢
駅

業務施設 商業施設

住宅

　図　宮の沢エリアの建物用途

西野・屯田通

地下鉄宮の沢駅

札樽自動車道
白い恋人パーク

北５条・手稲通

ちえりあ

❷　観光施設、教育文化施設の立地による集客交流

❸　身近に自然を感じることができる潤いある環境 ❹　官民連携による公共的空間を活用したにぎわいづくり

❶　主要な施設や資源間をつなぐ回遊性の向上が必要 ❷　ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽなどの日常的利用によるにぎわい・交流
　　の創出が必要

❹　花やみどりによる連続した景観形成、歩きやすい
　　環境づくりが必要

❺　来街者と地域の居住者の双方にとって、居心地の
　　よい仕組みが必要

❻　宮の沢の魅力的な資源を「見える化」し、「情報
　　発信」することが必要

地下通路

・都心へ地下鉄で15分とアクセスが良い。
・バスターミナルもあり交通結節点として
　利便性が高い。
・地下通路が整備されており天候や季節の
　影響を受けず安心して移動できる

ちえりあアトリウム

・「白い恋人パーク」等の観光施設や
　「ちえりあ」等の教育文化施設が立地
・来街者と地域住民の活動の場が近接し
　ているという特徴がある。

宮の沢ふれあい公園

・大小さまざまな公園や河川が立地。
・視界が開けた通りや公園からは手稲連山
　を望むことができる。
・宮の沢ふれあい公園は、日常的な利用の
　ほか、イベント活用もされている。

道路の歩行者天国化

・宮の沢ふれあい公園やちえりあ前広場で
　実証実験としてイベントが行われている。
・道路空間においても一時的に歩行者天国
　とする取組が行われている。
・官民が連携し公共的空間を活用している。

観光施設に向かう来街者

・観光施設、公園、広場など魅力的な資源
　が立地している一方で、施設・資源間を
　結ぶ動線において、歩いて楽しい歩行環
　境や回遊性を、広域に、さらに向上させ
　ることが必要。

ちえりあ前広場の実証実験

・宮の沢ふれあい公園やちえりあ前広場等
　のオープンスペースが多く存在し、イベ
　ントでの活用実績はあるが、日常的な活
　用が進められているとは言い難い。

❸　ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾄに接する建物低層部のにぎわい形成や
　　出店誘導が必要

西野・屯田通 白い恋人パーク前歩道

てくてく宮の沢マップ
（２０１８）白い恋人パークの観光客

● 第３章　将来像と基本方針
● 第４章　基本方針に基づく取組
● 第５章　まちづくりの推進

・沿道に、内部の様子が見えにくい建物が
　多く、人の活動の様子が伝わりにくい。
・沿道のにぎわいのためには、建物低層部
　に店舗や交流機能などを設け、通りと関
　係を持たせる事が必要。

・公園など自然を感じられる環境が点在して
　いるが、つながりが十分ではない。
・住宅外構や歩行空間において、花やみどり
　を増やして連続性や統一性を加え、ベンチ
　等の休憩施設を設置することが必要。

・海外観光客を含む多くの来街者が訪れて
　いる一方、地域には居住者の生活があり、
　双方が無理なく共存できるような、環境
　や仕組みを整備することが求められる。

・魅力的な施設や資源、活動が、地域内外
　に十分に伝わっているとは言い難い状況
・地域の情報を「見える化」し、「情報発
　信」の工夫が必要。

については裏面に続きます。

（人）

20年で約1,000人
の増（予測）

：対象エリア
（宮の沢エリア）
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札幌市まちづくり政策局都市計画部

将来像と基本方針

宮の沢まちづくり指針（素案）【概要版】

第３章

３-１ 将来像

基本方針に基づく取組第４章

４-１ 基本方針１：人が集まり、にぎわいや交流が生まれるまち

　宮の沢エリアの魅力や課題からまちづくりの基本的な考え方を検討した結果、宮の沢エリアの将来像を以下のように
設定します。本将来像は、宮の沢エリア全体において「交流・にぎわいの場」「みどりや景観」「歩く楽しさ・つなが
り」「多様性・安心な環境」がつくり育てられ、広がっていく姿を示すものです。
　これらの要素が、「にぎわいと落ち着き」「来街者と地域住民等との共存」「居心地がよく歩く楽しみがつきないま
ち」の実現を果たすものと考えます。

４-２ 基本方針２：みどりを身近に感じ、景観を大切にするまち

４-３ 基本方針３：つながりを感じ、安心して歩ける楽しいにぎわいのあるまち

４-４ 基本方針４：多様な人、多世代が共存しながら楽しめるまち

まちづくりの推進第５章

取組
❸

取組
❹

オープンスペースなどを活用した
チャレンジの場の創出
（＃空間の使い方の検証 ＃活動増）

冬を楽しむアクティビティ
アートづくり
（＃ｽﾉｰｷｬﾝﾄﾞﾙ　＃ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ）

目指す姿

取組
❺

取組
❷

取組
❻

取組
❶

取組
❸

取組
❷

取組
❹

取組
❶

取組
❸

取組
❷

キッチンカーやイベントブースでの
仮設店舗を含めた飲食店の展開 を検討
（＃滞在時間の延長 ＃立ち止まる）

店舗・地域住民等と連携した
マルシェの開催
（＃人の滞留 ＃にぎわいや交流）

公園のさらなる活用
（＃ﾍﾞﾝﾁやﾃｰﾌﾞﾙの設置　＃ｲﾍﾞﾝﾄ）

居心地のよい公園や広場の
維持・整備
（＃町内会活動　＃民間ﾉｳﾊｳ活用）

・住まいや店の前、歩いている沿道に
　花やみどりがある
・歩いていると、遠くの山々やみどり
　が自然と目に入る
・季節の変化を感じながら暮らせる

建物のまわりに花やみどりを配置
（＃花壇・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ　＃歩く楽しさ）

みどりや景観に配慮した 建物配置
空間づくり
（＃視線の抜け ＃建物配置の工夫）

水辺にふれられ、集える 親水空間
づくり
（#日常の散策　＃休憩の場）

まわりの景観にあった 外観・空間
デザイン
（＃外観・外構・舗装・照明ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

・思い立った時に散歩したくなる
・歩いていると、自然と寄り道したく
　なる
・歩くことそのものが楽しくなる

目指す姿

取組
❶

取組
❸

取組
❺

取組
❹

取組
❻

建物低層部を開放的に設える
（＃ガラス張り　＃気配が伝わる）

にぎわいを生む店舗等や出店の
誘導
（＃カフェ・飲食店）

花・みどり・灯りによる 沿道演出
（＃花壇・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ　＃灯りの安心感）

歩行者天国などによる通りの活用
（＃車中心から人中心へ）

ベンチやテーブル で一息つける
通りづくり
（＃歩行と滞在が行き交う）

地域の歴史的資源や大切な資源を
守り活かす
（＃手稲記念館　＃上手稲神社）

取組
❼

回遊ルートづくりとまち歩き企画
（＃まち歩きMAP）

目指す姿

・年齢や立場に関わらず安心して過ご
　し来街できる
・多様な人が同じ空間に共存し、それ
　ぞれの楽しみ方ができる
・日常の中で交流や関わりが生まれる

観光客の適切な案内・誘導、回遊性
の向上
（＃誘導サイン検討　＃MAP作成）

居心地のよい公園・広場の
維持整備
（＃多様な人が佇める空間）

オープンカフェやキッチンカーに
よる飲食店の展開
（＃多様な人が楽しめる空間）

令和8年（2026年）2月　／　札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課

魅力❶　高い交通利便性

魅力❷　集客交流施設の立地

魅力❹　官民連携のにぎわいづくり

魅力❸　自然がある潤いある環境

課題❶　回遊性の向上が必要

課題❷　ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの日常利用が必要

課題❸　建物低層部のにぎわいが必要

課題❹　良好な環境や景観形成が必要

課題❺　来街者と居住者の共存が必要

課題❻　見える化と情報発信が必要

宮の沢エリアの魅力・課題 基本的な方向性

「交流・にぎわいの場」
をつくる

「みどりや景観」を
育てる

「歩く楽しさ・つながり」
をつくる

「多様性・安心な環境」
をつくり育てる

将来像

居
心
地
が
よ
く
　

歩
く
楽
し
み
が
つ
き
な
い
宮
の
沢

  公園や広場などの公共的空間を活かし、だれでも立ち寄れる居場所を増やすことで、人の滞在や交流が生まれ、
にぎわいあるまちをつくっていきます。

人が集まり、にぎわいや交流が生

まれるまち

交流・にぎわいの場

  公園や広場、建物まわりの花やみどりを活かしながら、日常の中で自然や季節を感じられる、宮の沢らしい景観
や良好な住環境をつくっていきます。

みどりを身近に感じ、景観や住環

境を大切にするまち

みどり・景観

  主要な施設や資源をつなぐ動線を意識し、安全性や回遊性、沿道のにぎわいを高めることで、歩くこと自体が
楽しくなるまちなみをつくっていきます。

つながりを感じ、安心して歩ける

楽しいにぎわいのあるまち

歩く楽しさ・つながり

  地域住民や来街者、若者から高齢者など多様な人、多世代が、安心して暮らせる・安心して来街できる環境づくり
などにより、誰もが居心地のよいまちをつくっていきます。

多様な人、多世代が共存しながら

楽しめるまち

多様性・安心な環境

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４

基本方針

電話：(011)211-2545  FAX：(011)218-5113
URL https://www.city.sapporo.jp/keikaku/kyoten/miyanosawa.html　

まちづくりの推進第５章

４-２ 基本方針２：みどりを身近に感じ、景観や住環境を大切にするまち

目指す姿
取組
❶

取組
❸

取組
❷

取組
❹

建物のまわりに花やみどりを配置
（＃花壇・ﾌﾟﾗﾝﾀｰ　＃歩く楽しさ）

みどりや景観に配慮した 建物配置
空間づくり
（＃視線の抜け ＃建物配置の工夫）

水辺にふれられ、集える 親水空間
づくり
（#日常の散策　＃休憩の場）

まわりの景観にあった 外観・空間
デザイン
（＃外観・外構・舗装・照明ﾃﾞｻﾞｲﾝ）

５-１ まちづくりのネットワーク

５-２ まちづくりを推進する情報発信・情報共有

取

組

① オープンカフェやキッチンカーによる飲食店の展開
② 店舗・地域住民と連携したマルシェの開催
③ オープンスペースなどを活用したチャレンジの場の創出
④ 冬を楽しむアクティビティ・アートづくり
⑤ 公園や広場のさらなる活用

・気兼ねなく立ち寄ることができる場所がある
・一人でも家族や友人とでも過ごせる
・年齢や立場に関係なく居られる

取

組

① 建物のまわりに花やみどりを配置
② ゆとりのある建物配置・空間づくり
③ 水辺に触れられ、集える親水空間づくり
④ まわりの景観にあった外観・空間デザインづくり
⑤ 沿道への屋外照明の設置
⑥ 地域の歴史資産や大切な資源の維持・活用
⑦ 雪のアートによる灯りの創出

取組
❶

オープンカフェやキッチンカーによる飲食店の展開 取組
❹

冬を楽しむアクティビティ、アートづくり

取

組

① 建物低層部の開放的な空間づくり
② にぎわいを生む店舗等の誘導
③ 花・みどり・灯りによる沿道演出
④ ベンチやテーブルで一息つける通りづくり
⑤ 歩行者天国などによる通りの活用
⑥ 安全・安心な移動環境の向上
⑦ 回遊ルートづくりとまち歩きの企画

取組
❶

建物低層部の開放的な空間づくり 取組
❺

歩行者天国などによる通りの活用

取
組

① 観光客の適切な案内・誘導、回遊性の向上
② 誰もが過ごしやすいユニバーサルの推進
③ 居心地のよい公園・広場の維持・整備
④ オープンカフェやキッチンカーによる飲食店の展開

取組
❶

観光客の適切な案内・誘導、回遊性の向上 取組
❷

誰もが過ごしやすいユニバーサルの推進

  ⇒宮の沢エリアの魅力や課題を踏まえ、まちづくりを進めていく上での基本的な方向性、将来像、基本方針を整理しました。

  ⇒第3章で整理した基本方針を実現するための主な取組について示します。

｜
自
然
を
感
じ
な
が
ら

ふ
と
立
ち
寄
り

巡
り

交
流
す
る

ま
ち
｜

　　店舗前のオープンカフェや、公園や広
　場のキッチンカーなど飲食店の展開を検
　討し、飲食をきっかけに人が立ち止まり
　会話が生まれ、滞留時間が延びるような
　交流の場を創出します。
　
　

　　スノーキャンドル、イルミネーション
　を含む、冬を楽しむ屋外イベントなどに
　より、冬でも外に出たくなるきっかけを
　作るとともに、魅力的な活動を進めます。
　
　

取組
❶

取組
❷

建物のまわりに花やみどりを配置 ゆとりのある建物配置・空間づくり

　　住宅や店舗前に花壇やプランターなど
　を配置し、花やみどりを増やす取組を増
  やすことで、景観を向上させ、歩く楽し
  さやまちへの愛着・心地良さを高めてい
  きます。
　
　

　　建物や工作物を建てるときは敷地の境
　界から少し後退させ、ゆとりのある住環
　境を確保し、生み出した空間は緑化スペ
  ースや冬期間の堆雪場所としても活用し
  ます。
　
　

札幌市役所前おもてなし花壇 ゆとりのある空間づくり

　　通りに面した店舗などの建物低層部
　について、ガラス張りなどできるだけ
　大きな開口部を設けることで、建物内
　外の人の活動が伝わり、歩いて楽しい
　通りづくりを目指します。
　
　

　　一定期間、道路を歩行者中心の空間と
　して活用し、安全性を確保しながら、イ
　ベントなどによる交流や滞在の場を創出
　し、にぎわいの可能性を広げていきます。
　
　

建物低層部の可視化 コンサふれあい通り歩行者天国

宮の沢まちづくり指針【素案・概要版】  令和８年（2026年）２月
編集・発行　札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課
〒060-8611　札幌市中央区北１条西２丁目
　

　　駅構内や各施設等への誘導サインの
　適切な表示や、利便性向上のための多
　言語化、回遊性を向上させるための案
　内サインの充実等について検討します。
　
　

　　地域住民、来街者問わず、誰もが円滑
　に移動でき快適に利用できるように、移
　動経路や建物において、官民連携し、協
　働によるバリアフリー化を進めます。
　
　主

な
場
所

・宮の沢ふれあい公園
・ちえりあ前広場、ちえりあ
・手稲記念館
・地下通路
・店舗前等の民地内の空きスペース　など

主
な
場
所

・道路とその沿道
・上追分川や旧中の川
・手稲記念館
・上手稲神社
・その他の歴史文化資産　など

主
な
場
所

・宮の沢ふれあい公園
・ちえりあ前広場
・道路とその沿道、民地内の空きスペース
・地下鉄駅コンコース、地下通路　など

主
な
場
所

・道路とその沿道　　西野・屯田通
　　　　　　　　　　北５条・手稲通
　　　　　　　　　　二十四軒・手稲通
　　　　　　　　　　宮の沢一条通
　　　　　　　　　　宮ヶ丘小学校通西線
・地下通路　など

←地域住民や地域団体、
企業など多様な立場の
方々が参加するワーク
ショップ
（宮の沢ミライ☆ラボ）

ネットワークの構築 アイデア出し・検討・実施 アイデア実現・検討

図　取組を進めるまちづくりのネットワーク

　まちづくりを進めていくには、地域住民、地域
団体、事業者、行政が連携・協力することが
重要です。これまで実施したワークショップ等の
意見でも連携の大切さやまちづくりに関わりたい
という意見が多数出てきています。右図のような
ネットワークづくりや、繰り返し試行を実施し、
最終的な将来像の実現につなげていきます。

　まちづくりを継続的に進めていくには、取組の
内容や進捗をわかりやすく伝え、多くの人が
「知る」「関わる」きっかけをつくることが重要
です。
　多様な媒体を活用した情報発信や、まちづくり
に関わる方々との情報共有を大切にし、双方向の
コミュニケーションを通じて、取組を推進するこ
とを目指します。

ちえりあ前広場の社会実験 新さっぽろ健康フェス

デジタル案内板 建築物のバリアフリー化

①多様な媒体を活用した情報発信
　ウェブサイトやSNS、ニュースレターなど様々な媒体を活用して、宮の沢の
　まちづくりに関する情報を発信します。
【主な媒体】ウェブサイト・SNS/ニュースレター/チラシ・ポスターなど

②まちづくりに関わる方々との情報共有
　ワークショップやアンケートなどにより、広く意見を募集し、取組に反映
することで、相互に情報共有を図ります。
【主な手法】ワークショップ/アンケート/オンライン意見募集など

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/
https://www.city.sapporo.jp/keikaku/

